
日本自動車車体工業会より講演会のご案内 

 

２０１２年９月 １３日 

一般社団法人日本自動車車体工業会 

                                   

車体工業会講演会のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当会活動に格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、下記講演会を開催しますのでご案内いたします。 

お忙しい中とは存じますがお誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げ

ます。 

                                    敬 具 

記 

 

１．日  時 ２０１２年１０月１８日（木）１４：４０～１６：４０ 

＊理事会終了後となります。 

 

２．講演テーマ：「2012 年度改正された労働法制の解説と対応について」 
講 師：一般社団法人 日本経済団体連合会 

労働法制本部 主幹 鈴木 重也 氏 

 

３．改正された労働関係法 

2012 年の改正された有期労働契約、改正労働者派遣法、高齢者雇用安定法等の改

正点と対応について詳しく解説していただきます。 

主な改正内容 

（１）有期労働契約 (労働契約法改正案)  

①無期労働契約への転換  ②「雇止め法理」の法制化   

③不合理な労働条件の禁止等 

（２）改正労働者派遣法  

①日雇い派遣の原則禁止  ②グループ企業派遣の 8割規制  

③離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止 

（６０歳以上の定年退職者は例外）等 

（３）高年齢者雇用安定法改正案 

①希望者全員の６５歳までの雇用確保義務  

②継続雇用制度での雇用確保先を拡大  ③義務違反の企業名を公表等 

 

４．場  所 日本赤十字ビル 2階 ２０１会議室 

東京都港区芝大門１－１－３ 

（日本自動車会館の北隣の建物です。地図をご参照ください。） 

 

５．参 加 費  無料 

 

６．締  切 １０月５日（金）※定員（１００名）になり次第、締切りとなります。 

         

７．問い合わせ先  車体工業会 総務部 ＴＥＬ 03-3578-1681 

以 上 


